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主 文

１ 原告らの各第１次請求（特別掛金納入告知処分の不存在確認請求）及び

各第２次請求（同処分の無効確認請求）をいずれも棄却する。

２ 被告が原告Ａに対し平成１８年１月１９日付けでした特別掛金２２９８

万６１８５円の納入告知処分のうち特別掛金の金額６０９万０１６６円を

超える部分を取り消す。

３ 被告が原告Ｂに対し平成１８年１月１９日付けでしたＣ営業所に係る特

別掛金６０５３万６３２２円の納入告知処分のうち特別掛金の金額１６０

９万２４４７円を超える部分を取り消す。

４ 被告が原告Ｂに対し平成１８年１月１９日付けでしたＤ営業所に係る特

別掛金１億１１２１万６７３１円の納入告知処分のうち特別掛金の金額２

９５６万４８８３円を超える部分を取り消す。

５ 被告が原告Ｂに対し平成１８年１月１９日付けでしたＥ営業所に係る特

別掛金４５６０万７６３９円の納入告知処分のうち特別掛金の金額１１９

６万２５２２円を超える部分を取り消す。

６ 被告が原告Ｂに対し平成１８年７月１９日付けでしたＦ営業所に係る特

別掛金４１２８万３０５３円の納入告知処分のうち特別掛金の金額８０６

万３５５６円を超える部分を取り消す。

７ 原告らのその余の各第３次請求（特別掛金納入告知処分の取消請求）を

いずれも棄却する。

８ 訴訟費用のうち，訴訟参加行政庁に生じた費用は原告らの負担とし，そ

の余の費用は３分し，その１を原告らの負担とし，その余を被告の負担と

する。

事実及び理由

第１ 請 求

１ 第１，第３事件
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(1) 原告Ａの請求

（第１次請求）

被告が原告Ａに対し平成１８年１月１９日付けでした特別掛金２２９８

万６１８５円の納入告知処分が存在しないことを確認する。

（第２次請求）

上記の処分が無効であることを確認する。

（第３次請求）

上記の処分を取り消す。

(2) 原告Ｂの請求

ア Ｃ営業所関係

（第１次請求）

被告が原告Ｂに対し平成１８年１月１９日付けでしたＣ営業所に係る

特別掛金６０５３万６３２２円の納入告知処分が存在しないことを確認

する。

（第２次請求）

上記の処分が無効であることを確認する。

（第３次請求）

上記の処分を取り消す。

イ Ｄ営業所関係

（第１次請求）

被告が原告Ｂに対し平成１８年１月１９日付けでしたＤ営業所に係る

特別掛金１億１１２１万６７３１円の納入告知処分が存在しないことを

確認する。

（第２次請求）

上記の処分が無効であることを確認する。

（第３次請求）
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上記の処分を取り消す。

ウ Ｅ営業所関係

（第１次請求）

被告が原告Ｂに対し平成１８年１月１９日付けでしたＥ営業所に係る

特別掛金４５６０万７６３９円の納入告知処分が存在しないことを確認

する。

（第２次請求）

上記の処分が無効であることを確認する。

（第３次請求）

上記の処分を取り消す。

２ 第２事件

（第１次請求）

被告が原告Ｂに対し平成１８年７月１９日付けでしたＦ営業所に係る特別

掛金４１２８万３０５３円の納入告知処分が存在しないことを確認する。

（第２次請求）

上記の処分が無効であることを確認する。

（第３次請求）

上記の処分を取り消す。

３ 第４事件

(1) 原告Ｂの請求

ア Ｆ営業所関係

（第１次請求）

被告が原告Ｂに対し平成１９年３月３０日付けでしたＦ営業所に係る

特別掛金２４０５万５４８２円の納入告知処分が存在しないことを確認

する。

（第２次請求）
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上記の処分が無効であることを確認する。

（第３次請求）

上記の処分を取り消す。

イ Ｅ営業所関係

（第１次請求）

被告が原告Ｂに対し平成１９年３月３０日付けでしたＥ営業所に係る

特別掛金１９２４万９６７４円の納入告知処分が存在しないことを確認

する。

（第２次請求）

上記の処分が無効であることを確認する。

（第３次請求）

上記の処分を取り消す。

(2) 原告Ａの請求

（第１次請求）

被告が原告Ａに対し平成１９年７月５日付けでした特別掛金１１５４万

１６６１円の納入告知処分が存在しないことを確認する。

（第２次請求）

上記の処分が無効であることを確認する。

（第３次請求）

上記の処分を取り消す。

第２ 事案の概要

本件は，厚生年金保険法に基づいて設立された厚生年金基金である被告が，

加入員の数が基準日と比較して２０％以上減少した設立事業所の事業主から当

該減少した加入員数に係る未償却債務を一括して徴収することを規約で定め，

これに該当した設立事業所の事業主である原告らに対し，特別掛金として一括

徴収金の納入告知をしたところ，原告らが，上記の規約の定めは厚生年金保険
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法の許容する範囲を逸脱しており，これに基づく特別掛金の納入告知は法律に

基づく行政処分に該当しないから，原告らに対する納入告知は行政処分として

は不存在又は無効であり，仮にそうでないとしても，厚生年金保険法等に違反

する違法な行政処分であるから，取り消されるべきであると主張して，第１次

的に納入告知処分の不存在確認，第２次的にその無効確認，第３次的にその取

消しをそれぞれ求めた事案である。

１ 争いのない事実等（証拠により容易に認められる事実については，末尾に証

拠を掲記した ）。

(1) 当事者

ア 被告は，一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー事業）を営む事業所等

を設立事業所（厚生年金基金が設立された適用事業所をいう。厚生年金保

険法６条，１１７条３項参照 ）とする厚生年金基金である。。

イ 原告らは，いずれも被告の設立事業所の事業主である。

(2) 未償却債務の一括徴収に関する規約の定め

ア 被告は，その規約である「Ｇ厚生年金基金規約 （以下「本件規約」と」

いう ）附則１５条１項において，被告の設立事業所が設立事業所でなく。

なったとき（合併等により他の設立事業所に引き継がれる場合を除く ）。

は，未償却債務を当該設立事業所の事業主から一括徴収し，事業主は，設

立事業所でなくなった日の属する月の翌月末日までに納付する旨を定め，

さらに，同条３項及び５項において，被告の設立事業所が一般旅客自動車

運送事業の全部又は一部を譲渡したとき（他の設立事業所に引き継がれる

場合を除く ，一般旅客自動車運送事業を休止したとき，又は被告の設。）

立事業所でない事業所及び人材派遣会社等に加入員を転籍させたときにも，

当該譲渡に係る加入員，事業を休止した日に在籍する加入員又は転籍させ

た加入員につき未償却債務を確定して，当該設立事業所の事業主から一括

徴収し，事業主は，それぞれ該当日の属する月の翌月末日までに納付する
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旨を定めている。なお，同条２項，４項及び６項は，順に同条１項，３項

及び５項の各場合に徴収される未償却債務の額の算定方法を定めている。

（甲５）

イ 被告は，平成１６年８月５日開催の第１３４回代議員会において，附則

１５条６項の次に新たな項を加える旨の本件規約の変更を可決し，その後，

厚生年金保険法１１８条２項の理事長の処分（以下「理事長の専決処分」

という ）による修正を経て，同年１０月２９日，修正後の本件規約の変。

更について厚生労働大臣の認可を受け，同年８月５日に遡って同日から変

更後の本件規約を適用した。なお，上記の理事長の専決処分による修正は，

同年１２月９日開催の第１３５回代議員会において承認された （厚生労。

働大臣の認可につき，乙５）

上記変更後の附則１５条７項は，被告の設立事業所の毎月末の加入員数

が当該設立事業所の平成１６年３月末日の加入員数と比較して２０％に相

当する人数以上減少したときは，減少した加入員数に係る未償却債務を確

定して当該設立事業所の事業主から一括徴収し，事業主は，加入員数が２

０％相当減少した日の属する月の翌月末日までに納付し，更に当該設立事

業所の毎月末の加入員数が平成１６年３月末日の加入員数の１０％に相当

する人数以上減少する毎に，減少した加入員数に係る未償却債務を確定し

て徴収する旨を定めていた。なお，同条８項は，同条７項により徴収され

る未償却債務の額の算定方法を定めており，同条９項は 「本条の規定に，

かかわらず理事会で止むを得ないと認めた場合はこの限りでない 」と定。

めている （甲５，乙５）。

ウ 被告は，平成１８年３月１３日開催の第１４０回代議員会において，附

則１５条７項中の「平成１６年３月末日」を「平成１７年３月末日」に改

め，当該変更前に同項に該当した事業所については変更後の同項中の「平

成１７年３月末日」は「該当した月の末日」と読み替える旨の本件規約の
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変更を可決し，その後，厚生労働大臣の認可を受けて，当該変更後の本件

規約を平成１８年４月１日から適用した （甲３０）。

(3) 未償却債務の一括徴収に伴う特別掛金の一括徴収に関する規約の定め

被告は，本件規約の変更附則（平成７年６月３０日施行のもの。以下単に

「変更附則」という ）２条１項において，被告の設立事業所が本件規約の。

附則１５条１項，３項，５項又は７項の規定に該当した場合は，当該事業所

（以下「該当事業所」という ）の事業主から，同条に定める額のほか，①。

設立事業所が該当事業所となったことにより発生する将来加入員の収入と支

出の差損，②繰越不足金，③移行調整金，④特例調整金の各債務のうち，該

当事業所に係る債務を，特別掛金として一括徴収する旨を定めている。なお，

変更附則２条２項は，同条１項の特別掛金の額の算定方法を定めている。

（甲５）

(4) 原告らに対する特別掛金の納入告知

ア 被告の設立事業所である原告Ａにおいては，平成１７年６月末日の加入

員数が，平成１６年３月末日の加入員数と比較して２０％に相当する人数

以上減少した。

そこで，被告は，本件規約の附則１５条７項に該当したとして，原告Ａ

に対し，平成１８年１月１９日付けで，特別掛金２２９８万６１８５円の

納入告知をした （甲１）。

上記納入告知金額の内訳は，次のとおりである （甲５６）。

(ア) 未償却債務（附則１５条７項）の額 ４１８万１８３４円

(イ) 将来加入員の収入と支出の差損（変更附則２条１項）の額

１４万８０２１円

(ウ) 繰越不足金，移行調整金及び特例調整金（変更附則２条１項）の額

１８６５万６３３０円

イ 被告の設立事業所である原告ＢＣ営業所においては，平成１７年５月末



- 8 -

日の加入員数が，平成１６年３月末日の加入員数と比較して２０％に相当

する人数以上減少した。

そこで，被告は，本件規約の附則１５条７項に該当したとして，原告Ｂ

に対し，平成１８年１月１９日付けで，上記営業所に係る特別掛金６０５

３万６３２２円の納入告知をした （甲２）。

上記納入告知金額の内訳は，次のとおりである （甲５７）。

(ア) 未償却債務（附則１５条７項）の額 １１０７万２７０３円

(イ) 将来加入員の収入と支出の差損（変更附則２条１項）の額

３８万９３５９円

(ウ) 繰越不足金，移行調整金及び特例調整金（変更附則２条１項）の額

４９０７万４２６０円

ウ 被告の設立事業所である原告ＢＤ営業所においては，平成１７年５月末

日の加入員数が，平成１６年３月末日の加入員数と比較して２０％に相当

する人数以上減少した。

そこで，被告は，本件規約の附則１５条７項に該当したとして，原告Ｂ

に対し，平成１８年１月１９日付けで，上記営業所に係る特別掛金１億１

１２１万６７３１円の納入告知をした （甲３）。

上記納入告知金額の内訳は，次のとおりである （甲５８）。

(ア) 未償却債務（附則１５条７項）の額 ２０３４万２６６０円

(イ) 将来加入員の収入と支出の差損（変更附則２条１項）の額

７１万５３２７円

(ウ) 繰越不足金，移行調整金及び特例調整金（変更附則２条１項）の額

９０１５万８７４４円

エ 被告の設立事業所である原告ＢＥ営業所においては，平成１７年９月末

日の加入員数が，平成１６年３月末日の加入員数と比較して２０％に相当

する人数以上減少した。
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そこで，被告は，本件規約の附則１５条７項に該当したとして，原告Ｂ

に対し，平成１８年１月１９日付けで，上記営業所に係る特別掛金４５６

０万７６３９円の納入告知をした （甲４）。

上記納入告知金額の内訳は，次のとおりである （甲５９）。

(ア) 未償却債務（附則１５条７項）の額 ８１６万２４５２円

(イ) 将来加入員の収入と支出の差損（変更附則２条１項）の額

２９万４７５５円

(ウ) 繰越不足金，移行調整金及び特例調整金（変更附則２条１項）の額

３７１５万０４３２円

オ 被告の設立事業所である原告ＢＦ営業所においては，平成１７年１１月

末日の加入員数が，平成１６年３月末日の加入員数と比較して２０％に相

当する人数以上減少した。

そこで，被告は，本件規約の附則１５条７項に該当したとして，原告Ｂ

に対し，平成１８年７月１９日付けで，上記営業所に係る特別掛金４１２

８万３０５３円の納入告知をした （甲３１）。

上記納入告知金額の内訳は，次のとおりである （甲６０）。

(ア) 未償却債務（附則１５条７項）の額 ６４５万６０４９円

(イ) 将来加入員の収入と支出の差損（変更附則２条１項）の額

１７万９０５７円

(ウ) 繰越不足金，移行調整金及び特例調整金（変更附則２条１項）の額

３４６４万７９４７円

カ 原告ＢＦ営業所においては，平成１８年１２月末日の加入員数が，変更

前の本件規約の附則１５条７項に該当した月（平成１７年１１月）の末日

の加入員数と比較して２０％に相当する人数以上減少した （各年月につ。

き，甲６４）

そこで，被告は，変更後の本件規約の附則１５条７項に該当したとして，
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原告Ｂに対し，平成１９年３月３０日付けで，上記営業所に係る特別掛金

２４０５万５４８２円の納入告知をした。

上記納入告知金額は，未償却債務（附則１５条７項）の額である。

キ 原告ＢＥ営業所においては，平成１８年１１月末日の加入員数が，変更

前の本件規約の附則１５条７項に該当した月（平成１８年２月）の末日の

。 ，加入員数と比較して２０％に相当する人数以上減少した （各年月につき

甲６４）

そこで，被告は，変更後の本件規約の附則１５条７項に該当したとして，

原告Ｂに対し，平成１９年３月３０日付けで，上記営業所に係る特別掛金

１９２４万９６７４円の納入告知をした。

上記納入告知金額は，未償却債務（附則１５条７項）の額である。

ク 原告Ａにおいては，平成１９年１月末日の加入員数が，変更前の本件規

約の附則１５条７項に該当した月（平成１８年３月）の末日の加入員数と

比較して２０％に相当する人数以上減少した （各年月につき，甲６５）。

そこで，被告は，変更後の本件規約の附則１５条７項に該当したとして，

原告Ａに対し，平成１９年７月５日付けで，特別掛金１１５４万１６６１

円の納入告知をした。

上記納入告知金額は，未償却債務（附則１５条７項）の額である。

(5) 審査請求及び訴え提起の経緯

ア 原告Ａは，前記(4)アの納入告知の取消しを，原告Ｂは，前記(4)イない

しエの各納入告知の取消しを，それぞれ求めて，平成１８年２月２８日付

けで，社会保険審査会に対し，審査請求を行い，同年７月２１日，第１事

件に係る訴えを提起した （審査請求につき，甲１６，１７）。

イ 原告Ｂは，前記(4)オの納入告知の取消しを求めて，平成１８年８月１

５日付けで，社会保険審査会に対し，審査請求を行った （甲３３）。

ウ 社会保険審査会は，平成１８年９月２９日付けで，原告らが不服とする
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納入告知はいずれも審査請求の対象となる処分に該当しないとして，原告

らの上記各審査請求を却下する旨の裁決をした （甲２４）。

エ 原告Ａは，前記(4)アの納入告知につき，原告Ｂは，前記(4)イないしエ

の各納入告知につき，それぞれ第１次的に処分の不存在確認，第２次的に

処分の無効確認，第３次的に処分の取消しを求めて，平成１８年１２月８

日，第３事件に係る訴えを第１事件に係る訴えに併合して提起した。

また，原告Ｂは，前記(4)オの納入告知につき，上記と同様の裁判を求

めて，平成１８年１２月８日，第２事件に係る訴えを提起した。

オ 原告Ｂは，前記(4)カ及びキの各納入告知の取消しを求めて，平成１９

年５月２８日，社会保険審査会に対し，審査請求を行い，社会保険審査会

は，同年７月３１日付けで，前記ウと同様の理由により，審査請求を却下

する旨の裁決をした （甲６４）。

カ 原告Ａは，前記(4)クの納入告知の取消しを求めて，平成１９年８月３

１日，社会保険審査会に対し，審査請求を行い，社会保険審査会は，同年

１０月３１日付けで，前記ウと同様の理由により，審査請求を却下する旨

の裁決をした （甲６５）。

キ 原告Ｂは，前記(4)カ及びキの各納入告知につき，原告Ａは，前記(4)ク

の納入告知につき，それぞれ第１次的に処分の不存在確認，第２次的に処

分の無効確認，第３次的に処分の取消しを求めて，平成２０年１月２９日，

第４事件に係る訴えを提起した。

２ 争点の概要

本件の争点としては，まず，原告らの各第１次請求及び各第２次請求に関し

て，被告が原告らに対してした前記１(4)の各特別掛金の納入告知（以下「本

件納入告知」という ）が，法律に基づく行政処分に該当するか否かが争われ。

ており（争点１ ，次に，原告らの各第３次請求に関して，本件納入告知が行）

政処分に該当するとした場合のその適法性が争われている。そして，行政処分
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としての本件納入告知の適法性については，納入告知の前提となる本件規約の

附則１５条７項ないし９項の規定（以下「本規定」という ）の有効性と，本。

件納入告知に固有の瑕疵の有無が争われており，前者については，本規定が厚

生年金保険法の許容する範囲を逸脱しているか否か（争点２ ，本規定が憲法）

２２条１項に違反して被告の設立事業所の事業主の営業の自由を不当に制約す

るものであるか否か（争点３ ，本規定を新設したことが私的独占の禁止及び）

公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という ）上の禁止行為で。

ある優越的地位の濫用及び事業者団体による不当な活動制限に該当して同法に

違反するか否か（争点４ ，理事長の専決処分による本規定の修正が手続上の）

瑕疵に当たるか否か（争点５）が争点となっており，また後者については，原

告らの事業所における加入員数の減少が本規定の一括徴収事由に該当するか否

か（争点６ ，本件納入告知が行政処分の平等原則（憲法１４条１項）に違反）

しているか否か（争点７ ，本件において本件規約の変更附則２条１項に定め）

る特別掛金を徴収することができるか否か（争点８）が争点となっている。

３ 争点に関する当事者の主張

(1) 争点１（本件納入告知が行政処分に該当するか否か）について

（原告らの主張）

。 ，厚生年金基金（以下「基金」という ）による掛金の賦課徴収についても

租税法律主義（憲法８４条）の趣旨が妥当し，基金が公権力性を有する掛金

の賦課徴収処分を行うことができるのは，厚生年金保険法が規定している場

合に限られるというべきところ，同法は，１３８条２項及び１３９条１項に

おいて，掛金は各月につき徴収し，加入員と設立事業所の事業主とがそれぞ

れ半額を負担するものであることを原則としつつ，その例外として，基金が

事業主から掛金を一括徴収できる場合を，１３８条５項（設立事業所の減

少）及び同条６項（基金の解散）の場合に限定しており，その場合の掛金の

負担については，１３９条３項本文において，事業主が全額負担するものと
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定めている。１３８条５項は，設立事業所の事業主が同項による掛金負担の

潜脱を意図して加入員数を減少させるような場合については，一括徴収事由

として許容していると解することも可能であるが，定年退職や解雇等，事業

主が潜脱を意図して加入員数を減少させたものではない場合についてまで，

一括徴収事由として許容しているものとは解されない。

本件規約の本規定は，厚生年金保険法１３８条５項の定める一括徴収事由

に該当せず，また，加入員数の減少理由を問わず，設立事業所の事業主が掛

金負担を潜脱することを意図していない場合まで包括的に一括徴収事由に含

めるものであり，同項の許容する範囲を超えるものである。

したがって，本規定を根拠とする本件納入告知は，厚生年金保険法の規定

に基づく行政処分に該当せず，行政処分としては不存在であり（本件納入告

知に係る債権は私法上の債権にすぎない ，仮に行政処分としての外形を。）

有しているとしても，無権限の者によりされた行為であるから，重大かつ明

白な違法を有する処分として無効である。

（被告及び訴訟参加行政庁の主張）

厚生年金保険法は，１１５条１項及び２項において，基金が規約において

掛金及びその負担区分に関する事項を定め，これを変更することを定めてい

るから，基金が規約をもって特別掛金を一括徴収することは，租税法律主義

の趣旨に反するものではない。設立事業所の加入員数の減少に係る特別掛金

については，直接それを定める法令が存在しなくても，その具体的な内容や

徴収方法が法令の規定に反するものでない限り，これを規約に定めれば，厚

生年金保険法１３８条１項の掛金として徴収することができ，同法１４１条

１項において準用する同法８６条による督促及び滞納処分が認められる。

したがって，本件納入告知は，法律に基づく行政処分に該当するというべ

きである。

(2) 争点２（本規定が厚生年金保険法の許容する範囲を逸脱しているか否
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か）について

（原告らの主張）

前記(1)のとおり，本規定は，厚生年金保険法１３８条５項が明文上及び

解釈上許容する一括徴収事由の範囲を超える内容を定めるものであって，同

項に反し無効であるから，本規定に基づく本件納入告知も違法である。

（被告及び訴訟参加行政庁の主張）

本規定は，厚生年金保険法１３８条５項と同様に受給権確保の目的で設け

られたものであり，設立事業所の事業主が意図的，作為的に加入員数を減少

させた場合に適用される規定であるから，同法の許容する範囲を逸脱したも

のとはいえない。

掛金の徴収方法を定める厚生年金保険法１３８条２項は，毎月支払が行わ

れる通常の掛金を想定したものであり，規約の定めに基づいて一括して特別

掛金を徴収することを排斥しているとまでは解されず，また，掛金の負担に

ついては，同法１３９条２項及び厚生年金基金令３４条において，基金は，

各加入員が当該加入員に係る免除保険料額の２分の１に相当する額の掛金を

負担する限り，規約の定めるところにより，事業主の負担の割合を増加する

ことができるとされており，これを本件規約の本規定についてみると，掛金

の全額を設立事業所の事業主が負担するものとされているが，資格喪失した

当該設立事業所の加入員は，加入員であった各月につき，当該加入員に係る

免除保険料額の２分の１に相当する額を超える掛金を負担していたのである

から，このような負担割合が同法１３９条１項，２項，同令３４条の趣旨に

反するものとはいえない。

したがって，本規定は，法令の規定に反するものではなく，有効である。

(3) 争点３（本規定が憲法２２条１項に違反して事業主の営業の自由を不当

に制約するものであるか否か）について

（原告らの主張）
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本規定が適用されることの効果として，設立事業所の事業主は，多大な一

括徴収の負担を回避するために，事実上加入員の数を保持しなければならな

くなる。従業員の雇用及び解雇については，営業の自由として，各企業が本

来自由に決することができるものであるところ，基金の加入員に対する将来

的な給付を維持，確保するために，設立事業所に対して加入員数の保持を事

実上強制するような規制を行うことに何ら合理性はなく，本規定は設立事業

所の事業主の営業の自由を侵害するものであって，憲法２２条１項に反し無

効であるから，本規定に基づく本件納入告知も違法である。

（被告の主張）

設立事業所の事業主が意図的，作為的に加入員数を減少させた場合には，

加入員の受給権の確保及び設立事業所の掛金の公平な負担の観点から，当該

事業主に対する一括徴収は認められるべきであるから，本規定は，設立事業

所の事業主の営業の自由を不当に制約するものではない。

(4) 争点４（本規定が独占禁止法上の禁止行為に該当するか否か）について

（原告らの主張）

設立事業所は基金の規約に従わなければならず，これに不服があっても基

金からの脱退には多大な経済的負担（未償却債務の一括徴収）が伴うため基

金を脱退して規約の適用を回避することもできない。そして，本規定は，被

告の設立事業所の事業主に一定以上の加入員数の確保を強制することで，設

立事業所の適宜の雇用及び解雇による自主的な競争を阻害するものであり，

本規定の新設は設立事業所の事業主に不利に規約を変更したものということ

ができる。したがって，被告が本規定を新設した行為は，独占禁止法１９条

が禁止する「不公正な取引方法」である「自己の取引上の地位が相手方に優

越していることを利用して，正常な商慣習に照らして不当に，相手方に不利

益となるように取引条件を設定し，又は変更すること （同法２条９項，昭」

和５７年公正取引委員会告示第１５号１４項３号）に該当する。
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また，被告は，加入員への給付による加入員の生活安定及び福祉の向上と

いう共通の利益を増進するために，乗用旅客自動車会社である事業者が複数

加盟する団体であり，独占禁止法上の事業者団体（同法２条２項）に該当す

る。そして，本規定は，設立事業所の加入員を一定数以上減少させる行為を

事実上禁止することで，事業主の人員整理や新規雇用等に関する自由な意思

決定権を奪い，その公正かつ自由な競争を阻害するものである。したがって，

本規定の新設は，独占禁止法８条１項が事業者団体に対して禁止する「構成

事業者の機能又は活動を不当に制限すること （同項４号）に該当する。」

以上のとおり，本規定は独占禁止法に違反して無効であるから，本規定に

基づく本件納入告知も違法である。

（被告の主張）

設立事業所の事業主に対する基金の掛金の徴収は，独占禁止法が規定の対

象とする「競争」や「取引」に当たらず，また，基金は，事業者としての共

通の利益を増進することを主たる目的としているとはいえず事業者団体に該

当しないから，本規定に同法の適用はない。

仮に，本規定に独占禁止法が適用されるとしても，本規定は受給権の確保

及び設立事業所の掛金の公平な負担の観点から定められたものであり，また，

事業主が意図的，作為的に加入員数を減少させた場合の規定であるから，不

当なものではなく，同法に違反するものではない。

(5) 争点５（理事長の専決処分による本規定の修正が手続上の瑕疵に当たる

か否か）について

（原告らの主張）

厚生年金保険法１１８条２項によれば，理事長の専決処分は「臨時急施を

要するもの」に限って行うことができるところ，本件規約の本規定が適用さ

れたのは，平成１８年１月１９日付けの原告らに対する納入告知処分が最初

であり，理事長の専決処分による本規定の修正が代議員会で承認された平成
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１６年１２月９日から１年以上も後のことであるから，本規定の修正が「臨

時急施を要するもの」であったとはいえない。

また，本規定の新設が代議員会において可決された際，附則１５条７項に

は，ただし書として 「但し，加入員の減少が乗務員の勤務体系の著しい変，

更又は認可車輌台数の減車等正当な理由があり，理事会で止むを得ないと認

めた場合は除く 」との文言があったのに，修正後の同項ではただし書が削。

除され，同条９項において単に「理事会で止むを得ないと認めた場合はこの

限りでない 」とされたため 「理事会で止むを得ない」と認められるのは。 ，

いかなる場合かについて本規定上不明確となり，理事会による恣意的運用の

危険性が高まった。このような修正内容の重大性からすると，仮にこの修正

が「臨時急施を要するもの」であるとしても，理事長の専決処分によること

は許されないものである。

したがって，理事長の専決処分による修正を経て行われた本規定の新設は，

手続上の瑕疵により無効であるから，本規定に基づく本件納入告知も違法で

ある。

（被告の主張）

厚生年金保険法１１８条２項の「臨時急施を要するもの」とは，適用事業

所の編入や設立事業所の離脱のうち比較的軽微なもので早急に適用関係の処

理を行う必要があるものをいうと解されるところ，本規定の修正は，内容的

には主に認可申請後に厚生労働省から求められた記載の順序の入れ替えにす

ぎず，また，本規定の新設は，平成１５年９月ころ，設立事業所の加入員数

を意図的，作為的に減少させ，そのまま設立事業所として存続し，毎月納入

する掛金の負担回避を図ろうとしていると考えられる事業主が現れたために

必要となったものであるから，まさに「設立事業所の離脱のうち比較的軽微

なもので早急に適用関係の処理を行う必要がある」場合に該当し，適法なも

のである。
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(6) 争点６（原告らの事業所における加入員数の減少が本規定の一括徴収事

由に該当するか否か）について

（原告らの主張）

仮に本規定を，掛金負担の潜脱を意図して加入員数を減少させる場合のみ

を一括徴収事由として定めたものであると限定解釈することができるとして

も，原告らの事業所における加入員数の減少は，そのほとんどが加入員自ら

の意思に基づく退職及び定時制（年金受給を開始しながら勤務時間を短縮し

て勤務を継続する就業形態）への移行であり，原告らは掛金負担を潜脱する

意図で加入員数を減少させたものではないから，本規定の一括徴収事由に該

当せず，本件納入告知は違法である。

（被告の主張）

原告らにおいては，平成１５年９月ころから，被告の設立事業所を有しな

い関連会社（商号・Ｈ株式会社，本店・東京都新宿区。以下「Ｉ」とい

う ）において乗務員を採用，養成するようになり，被告の加入員数が減少。

するようになった。そして，平成１７年５月末日時点での原告ＢＤ営業所と

同Ｃ営業所の各加入員数が平成１６年３月末日時点での各加入員数と比較し

てそれぞれ２０％以上減少したため，被告は，原告らに対し，加入員数の減

少に対する対応等について連絡を求め，その後も加入員数減少状況の改善に

ついて回答を促したが，原告らは全く回答しなかった。このような経緯から

すれば，原告らの事業所における加入員数の減少が意図的，作為的なもので

あって，本規定の一括徴収事由に該当するものであることは明らかである。

(7) 争点７（本件納入告知が平等原則に違反しているか否か）について

（原告らの主張）

平成１７年７月４日の代議員会において，原告らのほかにも７事業所が，

加入員数の減少により本規定の２０％以上の減少に該当したことが報告され，

また，平成１９年２月２３日の代議員会においても，原告らのほかに，８事
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業所が上記の規定に該当したことが報告されているにもかかわらず，被告は，

それぞれにつき原告らのほか各１事業所に対して一括徴収の納入告知を行っ

たのみで，それ以外の設立事業所に対しては，一括徴収の納入告知をしなか

った。

また，平成１８年の規約変更で，加入員数減少の基準日が「平成１６年３

月末日」から「平成１７年３月末日」に１年変更されたことにより，平成１

６年３月末日以降加入員数が減少していた設立事業所にとっては，平成１７

年３月末日までの間の加入員数の減少を不問に付すという有利な効果を得ら

れたが，他方で，既に一括徴収事由に該当していた設立事業所の基準日は

「該当した月の末日」とされ，基準日を１年遅らせる措置はとられず，既に

一括徴収の納入告知が行われた原告らに対しては，その納入告知の効力が維

持された。

このように，被告は，原告らを狙い撃ちして本規定を適用したものである

から，本件納入告知は行政処分の平等原則（憲法１４条１項）に反し違法で

ある。

（被告の主張）

原告らが指摘する他の事業所に対して一括徴収の納入告知をしなかったの

は，これらの事業所においては，乗務員の募集はしているが採用者数が少な

く退職者数の方が上回っているという理由や，リストラや減車によって乗務

員が減少している等の理由によって加入員数が減少しており，意図的，作為

的に加入員数を減少させているわけではないため，被告の理事会において，

本規定の９項に基づいて納入告知をしないこととしたものである。

また，本規定の基準日の変更は，基金において５年ごとに行う財政再計算

の結果，新たな未償却債務，償却年数及び掛金率が決定されたことによるも

のであり，他の事業所に対する有利な規約変更を行ったわけではなく，原告

らについては，新たな基準日である平成１７年３月末日よりも後の月におい
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て変更前の本規定に該当していたため，加入員数の減少を二重に考慮される

期間が生じないように，該当した月の末日を基準日としたものである。

したがって，平等原則違反をいう原告らの主張は理由がない。

(8) 争点８（本件において変更附則２条１項の特別掛金を徴収することがで

きるか否か）について

（原告らの主張）

変更附則２条１項の特別掛金の徴収の根拠は，厚生年金基金規則３２条の

３の２第３項１号であると解されるところ，同号の規定による加算額を徴収

できるのは 「減少日において，年金給付等積立金の額が加入員及び加入員，

であった者に係る責任準備金の額を下ることが見込まれる場合」に限られて

いる。ところが，平成１８年１月１９日付け及び同年７月１９日付けの原告

らに対する各納入告知に係る「減少日」である平成１７年５月末日，同年６

月末日，同年９月末日及び同年１１月末日においては，いずれも被告の年金

給付等積立金の額が責任準備金の額を上回っていたから，被告は変更附則２

条１項の特別掛金を徴収することができない。

また，変更附則２条１項にいう特例調整金は，厚生年金保険の代行部分に

係る免除保険料率が凍結されていた間，過去期間代行給付現価と最低責任準

備金との差額の債務に対応する資産として計上されていたものであるが，平

成１７年４月１日をもって免除保険料率の凍結が解除され，基金における代

行部分の給付債務が最低責任準備金のみとなり，過去期間代行給付現価と最

低責任準備金との差額については毎年度一定の限度で厚生年金本体から財源

手当が行われることとなったため，特例調整金の計上は不要となったもので

ある。したがって，平成１８年１月１９日付け及び同年７月１９日付けの原

告らに対する各納入告知に係る基準日である平成１７年５月末日，同年６月

末日，同年９月末日及び同年１１月末日においては，特例調整金債務は存在

していないのであるから，被告はこれを特別徴収金として徴収することはで
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きない。

したがって，平成１８年１月１９日付け及び同年７月１９日付けの原告ら

に対する各納入告知のうち，未償却債務（附則１５条７項）の額を超える部

分は，いずれも違法である。

（被告の主張）

変更附則２条１項の特別掛金の徴収の根拠は，厚生年金基金規則３２条の

３の２第３項１号ではなく，同条４項であるから，原告らの主張は前提を誤

っている。

また，本件規約では，特別掛金の一括徴収金を算出する場合は，直近の決

算数値を使用することと定められており（変更附則２条２項 ，原告らにつ）

いては，平成１６年３月末又は平成１７年３月末の各決算時の数値を使用し

ているから，特例調整金を含んだ金額にすることが許されるものである。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点１（本件納入告知が行政処分に該当するか否か）について

(1) 厚生年金保険法は，基金に対し，基金が支給する年金たる給付及び一時

金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため，設立事業所の事業主か

ら掛金を徴収する権能を与え（１３８条１項，１３９条４項 ，掛金の算定）

方法，徴収方法及び徴収事由に関する基準を定めた上で（１３８条２項ない

し６項 ，具体的な掛金率や掛金の賦課要件など掛金に関する事項は当該基）

金の規約において定めるべきものとしている（１１５条１項１０号 。そし）

て，同法は，掛金の徴収については，国税徴収の例によることとし（１４１

条１項において準用する８９条 ，基金が掛金を徴収しようとするときは，）

国税の徴収手続における「納税の告知 （国税通則法３６条）に相当するも」

のとして 「納入の告知」をすべきことを規定し（１４１条１項において準，

用する８３条２項，１７０条３項 「納入の告知」に係る納期限までに掛），

金を完納しない場合には，滞納者に対し，督促及び国税滞納処分の例による
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処分をすることを許すとともに（１４１条１項において準用する８６条１項，

５項１号，国税通則法３６条２項，３７条１項 「納入の告知」及び督促），

には，時効中断の効力があるものとしている（１７０条３項 。さらに，同）

法は，掛金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例に

よる処分については，社会保険審査会に対して審査請求をすることができ，

また処分の取消しの訴えの対象となることを明らかにしている（１６９条に

おいて準用する９１条，９１条の３ 。）

本件納入告知は，厚生年金保険法が規定する「納入の告知」として行われ

たものと解されるところ，上記のような同法の定めによれば 「納入の告，

知」は，基金の規約の定めるところにより納付義務が確定した掛金について，

これを徴収するために，同法の定めに基づいて行われる行為であり，告知に

係る納期限までに掛金を完納しない者に対して督促及び国税滞納処分の例に

よる処分を可能とする効果と時効中断の効力を有し，掛金の「徴収の処分」

として取消訴訟の対象となるとされているのであるから，本件納入告知が法

律に基づく行政処分，すなわち，公権力の主体である国又は公共団体が行う

行為のうち，その行為により直接に国民の権利義務を形成し，又はその範囲

を確定することが，法律上，認められているもの（最高裁昭和３９年１０月

２９日第一小法廷判決・民集１８巻８号１８０９頁等参照）に該当すること

は明らかである。

(2) 原告らは，本件規約の本規定が，厚生年金保険法１３８条５項の許容す

る範囲を超えるものであるがゆえに，本件納入告知の行政処分性が否定され

ると主張する。

しかしながら，仮に本規定が，厚生年金保険法１３８条５項の許容する範

囲を超えるものであるとしても，それは本規定が，掛金に関する事項を定め

た規定としては違法，無効であるために，本件納入告知が前提とする掛金の

納付義務が存在しないことを意味するにとどまるのであって，そのために本
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件納入告知が違法な処分として取り消され又は無効な処分としてその効力を

否定されることがあるとしても，本件納入告知の行政処分性そのものを否定

する理由とはならないものというべきである。したがって，この点に関する

原告らの主張は失当である。

(3) 以上のとおり，本件納入告知は，法律に基づく行政処分に該当し，法律

上の権限に基づいて行われたものといえるから，本件納入告知が行政処分と

して不存在であり又は無権限の者によりされた行為であるがゆえに無効であ

るとする原告らの主張は理由がない。

２ 争点２（本規定が厚生年金保険法の許容する範囲を逸脱しているか否か）に

ついて

(1) 原告らは，本規定は，厚生年金保険法１３８条５項が明文上及び解釈上

許容する一括徴収事由の範囲を超える内容を定めるものであるから，同項に

反し無効であると主張する。

そこで検討するに，厚生年金保険法１３８条２項ないし６項は，前示のと

おり，掛金の算定方法，徴収方法及び徴収事由に関する基準を定めた規定で

あり，これによれば，掛金は，原則として，政令の定めるところにより加入

員の標準給与の額を標準として算定した額を，老齢年金給付の額の計算の基

礎となる各月につき徴収するものとされているが（２項，３項 ，基金の設）

立事業所が減少する場合において，当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛

金が増加することとなるときは，当該増加する額に相当する額として厚生労

働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を，当該

減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収し（５項 ，基）

金が解散する場合において，当該解散する日における年金給付等積立金の額

が政令で定める額を下回るときは，当該下回る額を，設立事業所の事業主か

ら掛金として一括して徴収するものとする（６項）とされている。

これらの規定は，掛金に関する定めを基金の規約に委ねることを前提とし
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て，基金がその定めをする際に拠るべき基準として定められた規定というこ

とができ，その基準に適合しない規約の定めは，違法なものとして効力を生

じないものというべきであるが，これらの規定が 「しなければならない」，

という義務付けの規定ではなく 「ものとする」という，通常，原則や方針，

を示す際に使われる用語が用いられていることに鑑みれば，これらの規定に

よって示されている基準は，これらの規定の趣旨に適合する内容のものであ

る限り，その規定内容から一定程度変容した内容の規定を規約に定めること

を許容する基準であると解するのが相当である。

これを１３８条５項についてみると，同項は，基金から設立事業所が脱退

する場合に積立不足があるときは，受給権の確保及び他の設立事業所との公

平を図る観点から，当該脱退事業所の従業員や退職者が今後基金から受け取

る給付に係る不足分であり当該脱退事業所が負担すべき部分を，その事業主

から一括徴収する旨を定めたものと解されるが，このような同項の趣旨から

すれば，基金がその規約において，営業譲渡や従業員の転籍等，設立事業所

の事業主がその意思に基づいて加入員数を減少させた場合に，これを基金か

らの脱退に準ずる行為（いわば一部脱退）とみて，当該減少した加入員数に

つき同項に準ずる計算方法で算定された額の掛金を，当該設立事業所の事業

主から一括徴収する旨を規定したとしても，そのような規約の定めが同項の

趣旨に反するとはいえず，むしろその趣旨に適合するというべきであるから，

上記のような規約の定めは，同項の基準を逸脱するものではなく，また同条

２項及び３項の原則的基準にも抵触するものではないと解される。

本件規約の本規定７項は，前記第２の１(2)イ及びウのとおり，被告の設

立事業所の毎月末の加入員数が基準日における加入員数と比較して２０％に

相当する人数以上減少したときは，減少した加入員数に係る未償却債務を確

定して当該設立事業所の事業主から一括徴収し，更に当該設立事業所の毎月

末の加入員数が基準日における加入員数の１０％に相当する人数以上減少す
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る毎に，減少した加入員数に係る未償却債務を確定して徴収する旨を定めた

ものであり，文言上は，設立事業所において加入員数が減少した理由のいか

んにかかわらず，当該設立事業所の事業主に対して一律に適用される体裁の

規定となっている。したがって，この規定が，文言どおり，設立事業所の事

業主がその意思に基づいて加入員数を減少させる場合のみならず，求職者の

不足や認可車両台数の減少などを原因とする事業主の意思に基づかない加入

員数の減少の場合をも広く適用の対象とする趣旨の規定であるとするならば，

もはや基金からの任意の脱退に準ずるとはいえない場合にまで掛金の一括徴

収事由を拡大した規定として，厚生年金保険法１３８条５項の趣旨に適合し

ないものといわざるを得ないが，少なくとも本規定が，設立事業所の事業主

がその意思に基づいて加入員数を減少させる場合に適用される限りにおいて

は，同法１３８条５項の基準を逸脱するものではなく，これを無効というこ

とはできないものというべきである。

なお，当事者の主張中には，掛金の負担に関する厚生年金保険法１３９条

１項ないし３項の規定と本件規約との関係に言及する部分があるので，この

点について補足すると，本件規約は，本規定の掛金の負担区分に関しては何

らの定めも置いていないため（甲５ ，本件規約が厚生年金保険法の上記各）

規定に違反するか否かの問題が生じる余地はなく，上記掛金の負担区分につ

いては専ら同法の定めるところによることとなる。この点，同法１３９条１

項と同条３項本文のいずれを適用すべきかが問題となるが，上記のとおり，

本規定が，設立事業所の事業主がその意思に基づいて加入員数を減少させる

場合に適用される限りにおいては，同法１３８条５項の場合に準ずるものと

して，同法１３９条３項本文の準用により，事業主が負担すべきこととなる

ものと解するのが相当である。

(2) ところで，原告らは，基金による掛金の賦課徴収にも租税法律主義（憲

法８４条）の趣旨が妥当すると主張するところ，厚生年金保険法が掛金に関
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する定めを基金の規約に委ねていることについては租税法律主義との関係が

問題となり得るので，次にこの点について検討する。

憲法８４条に規定する租税とは，国又は地方公共団体が，課税権に基づき，

その経費に充てるための資金を調達する目的をもって，特別の給付に対する

反対給付としてでなく，一定の要件に該当するすべての者に対して課する金

銭給付をいい，同条は，直接的には，そのような租税について法律による規

律の在り方を定めるものであるが，同条は，国民に対して義務を課し又は権

利を制限するには法律の根拠を要するという法原則を租税について厳格化し

た形で明文化したものというべきであるから，租税以外の賦課金であっても，

その性質に応じて，法律によって適正な規律がされるべきものと解すべきで

あり，賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有する

ものについては，同条の趣旨が及ぶと解すべきである。もっとも，その場合

であっても，租税以外の賦課金は，租税とその性質が共通する点や異なる点

があり，また，賦課徴収の目的に応じて多種多様であるから，賦課要件が法

律にどの程度明確に定められるべきかなどその規律の在り方については，当

該賦課金の性質，賦課徴収の目的，その強制の度合い等を総合考慮して判断

すべきものである（最高裁平成１８年３月１日大法廷判決・民集６０巻２号

５８７頁参照 。）

基金が設立事業所の事業主から徴収する掛金は，設立事業所に使用される

加入員が年金たる給付及び一時金たる給付を受け得ることに対する反対給付

として徴収されるものであり，また，事業主がその適用事業所を基金の設立

事業所とするか否かは，その事業主の任意であって，何ら強制されるもので

はないから，上記掛金は租税に該当せず，憲法８４条の規定が直接に適用さ

れることはないというべきである。しかしながら，上記掛金は，国税徴収の

例によって徴収される点において租税に類似する性質を有するものであるか

ら，厚生年金保険法による上記掛金の賦課要件等に関する規律の在り方につ
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いては，憲法８４条の趣旨が及ぶと解すべきであり，上記掛金の性質，賦課

徴収の目的等を総合考慮して判断する必要がある。

このような観点から厚生年金保険法の規定をみた場合，同法が掛金の具体

的な賦課要件に関する定めを基金の規約に委ねていることが，憲法８４条に

現れた上記のような法原則に適合するといえるか否かが問題となるが，前示

のとおり，基金が徴収する掛金は，基金が支給する年金たる給付及び一時金

たる給付に関する事業に要する費用に充てるために，当該基金の設立事業所

の事業主から徴収する金員であり，その使途は当該基金の事業に要する費用

に限られ，その納付義務者も当該基金の構成員である設立事業所の事業主に

限られているものであり，また，事業主がその適用事業所を基金の設立事業

所とし，規約の定めに服するか否かは，その事業主の任意であり，規約の変

更は，設立事業所の事業主において選定する代議員と加入員において互選す

る代議員との各同数の代議員によって構成される代議員会の議決を経なけれ

ばならないこととされていること（厚生年金保険法１１７条２項，３項，１

１８条１項１号）からすると，掛金に関する規約の定めは，当該基金の構成

員にとっては，いわば法律に準ずるというべき当該組織における民主的な規

範であると位置づけることができ，そして，前示のとおり，基金が規約で掛

金に関する事項を定める際の拠るべき原則的な基準が厚生年金保険法におい

て示されていることをも併せ考慮すれば，同法が掛金の具体的な賦課要件に

関する定めを基金の規約に委ねていても，憲法８４条に現れた上記のような

法原則の趣旨に反するものではないというべきである。

(3) 以上のとおり，厚生年金保険法が掛金の具体的な賦課要件に関する定め

を基金の規約に委ねていることは，憲法８４条の趣旨に反するとはいえず，

また，本件規約の本規定が，少なくとも設立事業所の事業主がその意思に基

づいて加入員数を減少させる場合に適用される限りにおいて，厚生年金保険

法の示す基準を逸脱する無効なものということはできないから，この点に関



- 28 -

する原告らの主張は，上記の限りにおいては理由がないものというべきであ

る。

３ 争点３（本規定が憲法２２条１項に違反して事業主の営業の自由を不当に制

約するものであるか否か）について

基金の設立事業所の事業主が，当該設立事業所を基金から脱退させ又はこれ

に準ずる態様で加入員数を減少させ，当該脱退又は加入員数の減少に伴い他の

設立事業所に係る掛金が増加することとなる場合において，当該増加する額に

相当する額を，当該脱退又は加入員数の減少に係る設立事業所の事業主から掛

金として一括して徴収することは，受給権の確保及び他の設立事業所との公平

を図る観点から，合理性があり，正当な行為として是認し得るものである。そ

して，このような掛金の一括徴収が行われる結果，徴収を免れようとする事業

主は，当該設立事業所を基金に残留させ又は加入員数を維持することを余儀な

くされるが，これは任意に基金に参加した事業主として受忍しなければならな

い負担というべきであり，そのことをもって当該事業主の営業の自由を不当に

制約するものということはできず，憲法２２条１項に違反するとはいえない。

これを本規定についてみると，本規定が，少なくとも設立事業所の事業主が

その意思に基づいて加入員数を減少させる場合に適用される限りにおいては，

本規定にも上記に述べたことが当てはまり，憲法２２条１項に違反して事業主

の営業の自由を不当に制約するものとはいえないから，この点に関する原告ら

の主張は，上記の限りにおいては理由がないものというべきである。

４ 争点４（本規定が独占禁止法上の禁止行為に該当するか否か）について

前記３に説示したとおり，本規定が，少なくとも設立事業所の事業主がその

意思に基づいて加入員数を減少させる場合に適用される限りにおいては，その

規定内容に合理性があり，それに伴う負担は任意に基金に参加した事業主とし

て受忍しなければならない負担というべきであるから，被告が本規定を新設し

た行為は，上記の限りにおいては，正常な商慣習に照らして不当に，相手方に
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不利益となるように取引条件を設定し，又は変更したものということはできな

い。したがって，本規定の新設が独占禁止法１９条が禁止する不公正な取引方

法に当たるとする原告らの主張は，上記の限りにおいては理由がないものとい

うべきである。

また，基金は，加入員の老齢について給付を行い，もって加入員の生活の安

定と福祉の向上を図ることを目的として設立される団体であり（厚生年金保険

法１０６条 ，事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする）

団体ではないから，独占禁止法上の「事業者団体 （同法２条２項）に該当し」

ないものと解するのが相当であり，また，仮にこれに該当するとしても，前示

のとおり，本規定が，少なくとも設立事業所の事業主がその意思に基づいて加

入員数を減少させる場合に適用される限りにおいては，その規定内容に合理性

があり，それに伴う負担は任意に基金に参加した事業主として受忍しなければ

ならない負担というべきであり，被告が本規定を新設した行為は，上記の限り

においては，構成事業者の機能又は活動を不当に制限するものということはで

きないから，本規定の新設が独占禁止法８条１項の禁止行為に当たるとする原

告らの主張は，上記の限りにおいては理由がないものというべきである。

５ 争点５（理事長の専決処分による本規定の修正が手続上の瑕疵に当たるか否

か）について

(1) 前記第２の１(2)イの事実に証拠（甲６，７，乙５）及び弁論の全趣旨を

総合すれば，被告においては，平成１５年９月ころから，設立事業所の加入

員数を減少させようとしている事業主が現れたため（後記６のとおり，原告

らがこれに当たるものと認められる ，平成１６年８月５日開催の代議員。）

会において，本規定（理事長の専決処分による修正前のもの）の新設を可決

し，同日からの適用を予定して，厚生労働大臣の認可を申請したところ，担

当指導官から字句及び条項の整理について指摘があり，その指摘に沿った修

正を行うことで，厚生労働大臣の認可を受けることができたことが認められ
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る。

以上の事実によれば，被告においては，設立事業所の加入員数を減少させ

ようとしている事業主が現れたことに対処して受給権の確保と他の設立事業

所との公平を図るために，代議員会で可決された本規定について，早急に厚

生労働大臣の認可を受ける必要があり，そのためには，担当指導官から指摘

された字句及び条項の整理に係る修正に応じる必要があったことが認められ

るから，このような事情の下においては，本規定の修正は「臨時急施を要す

るもの」に該当するということができ，また，被告の理事長において，代議

員会を招集する暇がないと認め，上記の修正を理事長の専決処分で行うこと

とした判断は，相当なものとして是認することができる。

(2) 原告らは，代議員会で本規定の修正が承認されてから１年以上後に初め

て本規定が適用されていることを指摘して，本規定の修正が「臨時急施を要

するもの」ではなかったと主張する。しかしながら，前示のとおり，被告に

おいては，既に平成１５年９月ころから，本規定の新設の必要性を基礎付け

る事情が発生しており，平成１６年８月５日にはこれに対処するための本規

定の新設が代議員会で可決されたのであるから，執行者である理事長として

は，早急に厚生労働大臣の認可を受け，速やかに本規定が施行できるよう取

り計らうことは当然のことであり，実際の適用事例が直ちには現れなかった

からといって，本規定の修正が「臨時急施を要するもの」でなかったという

ことはできない。

また，原告らは，修正内容の重大性からすると，本規定の修正は理事長の

専決処分としては許されないものであったと主張する。しかしながら，厚生

年金保険法は，理事長の専決処分については，次の代議員会において承認を

求めなければならないことを前提として（１１８条３項 ，その処分の対象）

となる「代議員会の議決を経なければならない事項」の範囲について，内容

の重大性等の観点からする制限を特に設けていないから（同条２項 ，修正）
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内容の重大性ゆえに専決処分の権限行使が制約を受けるとする原告らの主張

は失当である。

(3) 以上によれば，理事長の専決処分による本規定の修正が手続上の瑕疵に

当たるとはいえないから，この点に関する原告らの主張は理由がない。

６ 争点６（原告らの事業所における加入員数の減少が本規定の一括徴収事由に

該当するか否か）について

(1) 弁論の全趣旨によれば，原告らは，平成１５年９月ころから，被告の設

立事業所を有しないＩにおいて乗務員を採用するようになり，平成１６年４

月以降は原告らの各設立事業所において新規採用を行わなかったために，従

来から所属する従業員の退職，定時制への移行等によって，原告らの各設立

事業所における加入員数が減少するようになったことが認められ，その結果，

前記第２の１(4)アないしクのとおり，被告の設立事業所である原告Ａ，原

告ＢＣ営業所，同Ｄ営業所，同Ｅ営業所及び同Ｆ営業所において，それぞれ

平成１７年６月末日，同年５月末日，同年５月末日，同年９月末日及び同年

１１月末日の加入員数が，平成１６年３月末日の加入員数と比較して２０％

に相当する人数以上減少し，さらに，原告ＢＦ営業所，同Ｅ営業所及び原告

Ａにおいては，それぞれ平成１８年１２月末日，同年１１月末日及び平成１

９年１月末日の加入員数が，変更前の本件規約の附則１５条７項に該当した

月の末日の加入員数と比較して２０％に相当する人数以上減少したことが認

められる。

以上の事実によれば，原告らの各設立事業所における加入員数の減少は，

原告らが各設立事業所において乗務員の新規採用を行っていれば生じなかっ

たものが，被告の設立事業所を有しないＩにおいて乗務員の新規採用を行っ

たために生じたものであり，設立事業所の事業主がその意思に基づいて加入

員数を減少させた場合に該当するということができる。そして，前示のとお

り，本規定は，少なくとも設立事業所の事業主がその意思に基づいて加入員
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数を減少させる場合に適用される限りにおいては有効なものであるから，原

告らの各設立事業所における加入員数の減少は，本規定の一括徴収事由に該

当するというべきである。

(2) 原告らは，被告の設立事業所を有しないＩにおいて乗務員の新規採用を

行うこととしたのは，Ｈ各社の雇用管理等を含めた総務，人事等の業務を行

う事務職員がＩの本店に常駐し，Ｈ各社の本社的機能を有しており，当該事

務職員のいるＩにおいて乗務員を採用，育成することが乗務員の雇用管理の

上で便宜かつ合理的であったためであるから，加入員数が減少したことには

正当な理由があると主張する。

しかしながら，仮にそのような施策を行うことに雇用管理上の合理性があ

るとしても，そのような施策を実施することによって原告らの各設立事務所

の加入員数が大幅に減少することは原告らとしては当然に認識していたので

あって，そのように加入員数を大幅に減少させる施策を原告らが自らの意思

で選択して行った以上は，事業主の意思に基づいて加入員数を減少させた場

合に該当することは明らかである。

７ 争点７（本件納入告知が平等原則に違反しているか否か）について

原告らは，原告らと他の設立事業所との取扱いの違いを問題とするが，他の

設立事業所に対して本規定に基づく一括徴収の納入告知がされなかったからと

いって，原告らの各設立事業所に対する本件納入告知が直ちに違法となるもの

ではなく，被告が，前提事実が同じであるにもかかわらずあえて原告らのみを

狙い撃ちにして本件納入告知を行ったことを認めるに足りる証拠はない。

，また，平成１８年の規約変更の内容は，前記第２の１(2)ウのとおりであり

証拠（甲３０）によれば，この変更は，被告において，平成１７年３月末日を

基準日とする財政再計算を行った結果，新たに未償却債務の金額が確定し，そ

の償却期間も新たに平成１７年４月から平成３２年３月までの１５年間と決め

られたことによるものであることが認められ，この変更が，平成１６年４月以
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降に加入員数が減少しながらもいまだ本規定７項に該当するまでには至ってい

なかった設立事業所の利益を図ることを目的として行われたものであったとは

認められない。さらに，証拠（甲３０）及び弁論の全趣旨によれば，上記変更

において，変更前に本規定７項に該当した事業所について変更後の同項中の

「平成１７年３月末日」を「該当した月の末日」と読み替えることとしたのは，

上記変更時までに変更前の本規定７項に該当していた事業所は，いずれも平成

１７年３月より後の月に同項に該当した事業所であったことから，これらの事

業所について変更後の同項の規定をそのまま適用すると，平成１７年４月から

当該該当した月までの加入員数の減少が，変更前後の同項の適用において二重

に考慮され，当該事業所に不利になるため，これを避けることを目的としたも

のであったことが認められ，この点においても，上記の変更が，原告らを殊更

に狙い撃ちにしてこれに不利益を与えるために行われたものであったとは認め

られない。

したがって，本件納入告知が平等原則に違反しているという原告らの主張は

理由がない。

８ 争点８（本件において変更附則２条１項の特別掛金を徴収することができる

か否か）について

(1) 原告らは，変更附則２条１項の特別掛金の徴収の根拠を厚生年金基金規

則３２条の３の２第３項１号と主張するのに対し，被告は，これを同条４項

と主張するので，まずこの点について検討する。

厚生年金基金規則３２条の３の２は，厚生年金保険法１３８条５項に基づ

く掛金の一括徴収額の計算方法について定めた規定であり，基金が規約で選

択すべき計算方法として３つの方法を掲げている（１項 。そして，基金が）

そのうちの１つである，減少設立事業所が減少しないとしたならば基金が減

少設立事業所の事業主から徴収することとなる過去勤務債務に係る掛金の額

の予想額の現価とする方法（１項１号）を選択した場合には，当該基金は，



- 34 -

規約で定めるところにより，上記の方法により計算した額に，２つの種類の

額を加算することができると定め（３項 ，その２つの種類の額として，減）

少日において年金給付等積立金の額が加入員及び加入員であった者に係る責

任準備金の額を下ることが見込まれる場合の当該下る額の見込額を償却する

ために必要となる掛金の額のうち，減少設立事業所が減少しないとしたなら

ば基金が減少設立事業所の事業主から徴収することとなることが見込まれる

掛金の額として合理的に計算した額（３項１号 ，及び，減少設立事業所の）

減少に併せて掛金の額を計算するとした場合に掛金の額が増加することとな

るときの当該増加することとなる掛金の額のうち，基金が減少設立事業所の

事業主から徴収すべき額として合理的に計算した額（３項２号）を掲げてい

る。さらに，基金は，規約で定めるところにより，上記１項の３つの方法の

いずれかで計算した額に，減少設立事業所が減少しないとしたならば減少設

立事業所の事業主が負担することとなる厚生年金基金規則３２条２項に規定

するその他の掛金の額（標準掛金額及び補足掛金額以外の掛金の額）を加算

することができると定めている（４項 。）

変更附則２条１項は，前記第２の１(3)のとおり，被告の設立事業所が附

則１５条１項，３項，５項又は７項の規定に該当した場合に，該当事業所の

事業主から，同条に定める額のほか，該当事業所に係る４種類の債務を，特

別掛金として一括徴収する旨を定めた規定であるところ，証拠（甲５，５６

ないし６０）及び弁論の全趣旨によれば，本件規約の附則１５条１項及び２

項は，厚生年金保険法１３８条５項に基づき，基金の設立事業所が減少する

場合の掛金の一括徴収を定めた規定であり，その計算方法として，厚生年金

基金規則３２条の３の２第１項１号の方法を選択したものであることが認め

られるから，変更附則２条１項は，被告の設立事業所が附則１５条１項の規

定に該当した場合に適用される限りにおいては，厚生年金基金規則３２条の

３の２第３項又は同条４項に基づいて規定されたものであるということがで
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きる。

そして，証拠（甲５，５６ないし６０）によれば，変更附則２条１項にい

う「設立事業所が該当事業所となったことにより発生する将来加入員の収入

と支出の差損」とは，該当日の直近の決算時（該当日の属する月が１月から

９月までの場合は前年３月末日，１０月から１２月までの場合は同年３月末

日。以下同じ ）における将来者掛金収入現価から将来者給付現価を控除し。

た額であり，被告においては，この額が将来にわたって被告の収入となるこ

とを前提として掛金率を設定していることから，ある設立事業所が脱退する

とその前提が崩れ，他の設立事業所の掛金の負担が増大するため，上記の額

に該当日の被告の標準給与額総額に対する該当事業所の加入員に係る標準給

与額の割合（以下「拠出率」という ）を乗じて得た額を該当事業所に係る。

債務として一括徴収することとしているものであることが認められる。また，

前掲各証拠によれば，変更附則２条１項にいう「繰越不足金」とは，該当日

の直近の決算時における繰越不足金であり，前回の財政再計算時の掛金率の

設定以降に発生した差損であって，次回の財政再計算時に過去勤務債務とし

て確定され掛金率に反映されるものであることから，ある設立事業所が脱退

すると他の設立事業所の掛金の負担が増大するため，上記繰越不足金の額に

拠出率を乗じて得た額を該当事業所に係る債務として一括徴収することとし

ているものであることが認められる。さらに，証拠（前掲各証拠のほか，甲

４２，４８，４９）及び弁論の全趣旨によれば，変更附則２条１項にいう

「移行調整金」とは，該当日の直近の決算時における移行調整金残高（資産

， ，の評価方法の移行に伴う評価損の未償却残高）であり 「特例調整金」とは

該当日の直近の決算時における特例調整金（厚生年金保険の代行部分に係る

免除保険料率が凍結されていた間，過去期間代行給付現価と最低責任準備金

との差額を調整する資産勘定科目として設けられていたもの）の残高であっ

て，いずれも掛金による償却を予定しているものであることから（ただし，
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特例調整金については後記(2)のとおり ，ある設立事業所が脱退すると他）

の設立事業所の掛金の負担が増大するため，上記の各残高の額に拠出率を乗

じて得た額を該当事業所に係る債務として一括徴収することとしているもの

であることが認められる。

このような変更附則２条１項が掲げる各債務の性質及び一括徴収の理由に

鑑みれば，これらの債務は，年金給付等積立金の額と責任準備金の額との差

額（厚生年金基金規則３２条の３の２第３項１号）や減少設立事業所の減少

に併せて掛金の額を計算するとした場合に増加する掛金の額（同項２号）に

相当するとはいえず，減少設立事業所が減少しないとしたならば減少設立事

業所の事業主が負担することとなる掛金の額（同条４項）に相当するものと

いうべきであり，また，その掛金の額の性質は，標準掛金額（同規則３２条

３項）でも補足掛金額（同条４項）でもないその他の掛金の額に該当するも

のと解されるから，被告の設立事業所が附則１５条１項の規定に該当した場

合に適用される限りでの変更附則２条１項は，厚生年金基金規則３２条の３

の２第４項に基づく規定であるというべきである。

そして，被告の設立事業所が附則１５条３項，５項又は７項の規定に該当

した場合に適用される変更附則２条１項は，直接には厚生年金基金規則３２

条の３の２第４項に基づく規定であるとはいえないが，附則１５条３項，５

項及び７項の規定がいずれも厚生年金保険法１３８条５項の規定に準拠して

定められたものであると認められることからすると，上記の適用場面におけ

る変更附則２条１項も，厚生年金基金規則３２条の３の２第４項の規定に準

拠して定められたものであると解することができる。

したがって，変更附則２条１項の特別掛金の徴収の根拠が厚生年金基金規

則３２条の３の２第３項１号であることを前提とする原告らの主張は，その

前提において失当というべきである。

(2) 次に，原告らは，変更附則２条１項にいう特例調整金は平成１７年４月
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１日以降は債務として存在しておらず，これを原告らから徴収することはで

きないと主張するので，この点について検討する。

前示のとおり，変更附則２条１項にいう特例調整金は，厚生年金保険の代

行部分に係る免除保険料率が凍結されていた間，過去期間代行給付現価と最

低責任準備金との差額を調整する資産勘定科目として設けられていたもので

あり，変更附則２条１項に債務として掲げられた当初は，被告において掛金

による償却を予定していたものであったことが認められる。

しかしながら，証拠（甲４６，５１ないし５５）及び弁論の全趣旨によれ

ば，平成１７年４月１日をもって免除保険料率の凍結が解除されるとともに，

厚生労働大臣の定め（平成８年６月２７日年発第３３２１号各都道府県知事

あて厚生省年金局長通知「厚生年金基金の財政運営について ）によって，」

基金における代行部分の責任準備金（厚生年金基金令３９条の２第３項）が

最低責任準備金（同令３９条の３第２項２号）のみとなり，過去期間代行給

付現価と最低責任準備金との差額については毎年度一定の限度で政府から交

付金が支給されることとなったため（厚生年金保険法附則３０条，厚生年金

基金令６０条の２ ，資産勘定科目としての特例調整金の計上は不要となっ）

たことが認められ，また，証拠（甲４２）によれば，被告においても，平成

１７年度（平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで）の決算にお

いて，特例調整金の計上を廃止したことが認められる。

そして，被告は，本件訴訟において，かつての特例調整金に相当する過去

期間代行給付現価と最低責任準備金との差額については被告の債務でないこ

とを自認しており，これは被告において上記の差額についてはもはや掛金に

よる償却を予定していないことを明らかにしたものにほかならない。被告は，

本件で計算に用いた直近の決算時の数値には特例調整金が含まれているから，

原告らから特例調整金を含む金額を徴収することは許されると主張するが，

もはや掛金による償却を予定していないものについてこれを事業主から一括



- 38 -

徴収金として徴収することは，合理的な理由を欠くばかりでなく，他の設立

事業所の掛金の増加分に相当する金額のみの一括徴収を認める厚生年金保険

法１３８条５項及び厚生年金基金規則３２条の３の２第４項の基準を逸脱す

るものであり，許されないものといわなければならない。

したがって，特例調整金に相当する額を原告らから徴収することはできな

いとする原告らの主張には理由がある。

９ 本件納入告知の適法性について

以上によれば，本件納入告知のうち，平成１９年３月３０日付け及び同年７

月５日付けでされたもの（前記第２の１(4)カないしク）はいずれも適法であ

るというべきであるが，平成１８年１月１９日付け及び同年７月１９日付けで

されたもの（前記第２の１(4)アないしオ）はいずれも特例調整金に係る部分

について一部取消しを免れないものというべきであり，後者の各納入告知によ

り徴収できる金額は，それぞれ以下のとおりと認められる。

(1) 被告が原告Ａに対し平成１８年１月１９日付けでした特別掛金２２９８

万６１８５円の納入告知（前記第２の１(4)ア）

ア 未償却債務の額 ４１８万１８３４円

上記金額については，当事者間に争いがない。

イ 将来加入員の収入と支出の差損の額 １４万７６１３円

上記金額は，該当日の直近の決算時における将来者掛金収入現価（８０

７億５５１２万円）から将来者給付現価（８０４億５２３１万円）を控除

した額（３億０２８１万円）に，拠出率（４６０万円／９４億３６３２万

８０００円）を乗じて得た額（１円未満四捨五入。以下同じ ）である。。

（数値につき，甲５６）

ウ 繰越不足金の額 ４５万４１８６円

上記金額は，該当日の直近の決算時における繰越不足金（９億３１７０

万６０００円）に，拠出率（４６０万円／９４億３６３２万８０００円）
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を乗じて得た額である （数値につき，甲５６）。

エ 移行調整金の額 １３０万６５３３円

上記金額は，該当日の直近の決算時における移行調整金残高（２６億８

０１９万円）に，拠出率（４６０万円／９４億３６３２万８０００円）を

乗じて得た額である （数値につき，甲５６）。

オ 徴収できる金額（ア＋イ＋ウ＋エ） ６０９万０１６６円

(2) 被告が原告Ｂに対し平成１８年１月１９日付けでしたＣ営業所に係る特

別掛金６０５３万６３２２円の納入告知（前記第２の１(4)イ）

ア 未償却債務の額 １１０７万２７０３円

上記金額については，当事者間に争いがない。

イ 将来加入員の収入と支出の差損の額 ３８万８２８７円

上記金額は，該当日の直近の決算時における将来者掛金収入現価（８０

７億５５１２万円）から将来者給付現価（８０４億５２３１万円）を控除

した額（３億０２８１万円）に，拠出率（１２１０万円／９４億３６３２

万８０００円）を乗じて得た額である （数値につき，甲５７）。

ウ 繰越不足金の額 １１９万４７０７円

上記金額は，該当日の直近の決算時における繰越不足金（９億３１７０

万６０００円）に，拠出率（１２１０万円／９４億３６３２万８０００

円）を乗じて得た額である （数値につき，甲５７）。

エ 移行調整金の額 ３４３万６７５０円

上記金額は，該当日の直近の決算時における移行調整金残高（２６億８

０１９万円）に，拠出率（１２１０万円／９４億３６３２万８０００円）

を乗じて得た額である （数値につき，甲５７）。

オ 徴収できる金額（ア＋イ＋ウ＋エ） １６０９万２４４７円

(3) 被告が原告Ｂに対し平成１８年１月１９日付けでしたＤ営業所に係る特

別掛金１億１１２１万６７３１円の納入告知（前記第２の１(4)ウ）
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ア 未償却債務の額 ２０３４万２６６０円

上記金額については，当事者間に争いがない。

イ 将来加入員の収入と支出の差損の額 ７１万３３５７円

上記金額は，該当日の直近の決算時における将来者掛金収入現価（８０

７億５５１２万円）から将来者給付現価（８０４億５２３１万円）を控除

した額（３億０２８１万円）に，拠出率（２２２３万円／９４億３６３２

万８０００円）を乗じて得た額である （数値につき，甲５８）。

ウ 繰越不足金の額 ２１９万４９０３円

上記金額は，該当日の直近の決算時における繰越不足金（９億３１７０

万６０００円）に，拠出率（２２２３万円／９４億３６３２万８０００

円）を乗じて得た額である （数値につき，甲５８）。

エ 移行調整金の額 ６３１万３９６３円

上記金額は，該当日の直近の決算時における移行調整金残高（２６億８

０１９万円）に，拠出率（２２２３万円／９４億３６３２万８０００円）

を乗じて得た額である （数値につき，甲５８）。

オ 徴収できる金額（ア＋イ＋ウ＋エ） ２９５６万４８８３円

(4) 被告が原告Ｂに対し平成１８年１月１９日付けでしたＥ営業所に係る特

別掛金４５６０万７６３９円の納入告知（前記第２の１(4)エ）

ア 未償却債務の額 ８１６万２４５２円

上記金額については，当事者間に争いがない。

イ 将来加入員の収入と支出の差損の額 ２９万３９４３円

上記金額は，該当日の直近の決算時における将来者掛金収入現価（８０

７億５５１２万円）から将来者給付現価（８０４億５２３１万円）を控除

した額（３億０２８１万円）に，拠出率（９１６万円／９４億３６３２万

８０００円）を乗じて得た額である （数値につき，甲５９）。

ウ 繰越不足金の額 ９０万４４２２円
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上記金額は，該当日の直近の決算時における繰越不足金（９億３１７０

万６０００円）に，拠出率（９１６万円／９４億３６３２万８０００円）

を乗じて得た額である （数値につき，甲５９）。

エ 移行調整金の額 ２６０万１７０５円

上記金額は，該当日の直近の決算時における移行調整金残高（２６億８

０１９万円）に，拠出率（９１６万円／９４億３６３２万８０００円）を

乗じて得た額である （数値につき，甲５９）。

オ 徴収できる金額（ア＋イ＋ウ＋エ） １１９６万２５２２円

(5) 被告が原告Ｂに対し平成１８年７月１９日付けでしたＦ営業所に係る特

別掛金４１２８万３０５３円の納入告知（前記第２の１(4)オ）

ア 未償却債務の額 ６４５万６０４９円

上記金額については，当事者間に争いがない。

イ 将来加入員の収入と支出の差損の額 １７万９４８１円

上記金額は，該当日の直近の決算時における将来者掛金収入現価（７８

６億５２４２万７０００円）から将来者給付現価（７８４億２７８５万４

０００円）を控除した額（２億２４５７万３０００円）に，拠出率（７３

４万４０００円／９１億８９０５万９０００円）を乗じて得た額である。

（数値につき，甲６０）

ウ 繰越不足金の額 ０円

該当日の直近の決算時（平成１７年３月末）において繰越不足金は存在

しない （甲４２，６０）。

エ 移行調整金の額 １４２万８０２６円

上記金額は，該当日の直近の決算時における移行調整金残高（１７億８

６７９万４０００円）に，拠出率（７３４万４０００円／９１億８９０５

万９０００円）を乗じて得た額である （数値につき，甲６０）。

オ 徴収できる金額（ア＋イ＋ウ＋エ） ８０６万３５５６円
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第４ 結 論

以上によれば，原告らの各第１次請求及び各第２次請求はいずれも理由がな

いから棄却し，原告らの各第３次請求は主文第２項ないし第６項の限度で理由

があるから認容し，その余はいずれも理由がないから棄却することとし，訴訟

費用の負担につき行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，６４条，６６条を

適用して，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第３部

定 塚 誠裁判長裁判官

古 田 孝 夫裁判官

工 藤 哲 郎裁判官


